旭指監第２６７号
令和８年２月１６日
　介護サービス事業者等各位
	旭川市長　今　津　寛　介
	（福祉保険部指導監査課担当）

令和７年度　介護サービス事業者等集団指導について（通知）

　日頃より，本市の介護保険制度の推進に御尽力いただき，厚くお礼申し上げます。
　さて，本年度における介護サービス事業者等を対象とした集団指導を次のとおり開催しますので，御出席くださいますようお願申し上げます。

１　開催日程
　　令和８年３月１７日（火）から１９日（木）まで
　　午前：１０時００分から１２時００分まで（受付　９時３０分から）
　　午後：１４時００分から１６時００分まで（受付１３時３０分から）
　　【対象事業所ごとの日程】
	日程
	サービスの種類

	17
日
	午前
	訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護

	
	午後
	有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅・未届けを含む）

	18
日
	午前
	通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、
指定相当通所型サービス（総合事業のみ）

	
	午後
	居宅介護支援、介護予防支援

	19
日
	午前
	訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、
短期入所療養介護、介護老人保健施設、介護医療院

	
	午後
	短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、
認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、
看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設



２　開催場所
　　旭川勤労者福祉会館　２階　大・中会議室
　　旭川市６条通４丁目

３　内容
　⑴　全サービス共通の指導事項等について
　⑵　サービスの種類ごとの指導事項等について
　⑶　その他

４　持ち物
　⑴　出席票
　　　事業所名、出席者名等をあらかじめ御記入の上，当日必ずご持参ください。
　　　※事前の申込み，出席票のＦＡＸ送信等は不要です。
　　　※出席票の提出がない場合、出席となりませんのでご注意ください。
　⑵　集団指導資料
　　　当日は資料を配付しませんので，各事業所で印刷の上、必ず御持参ください。
　　　資料は指導監査課のホームページに掲載いたします。
　　　（掲載場所）
　　　　　旭川市トップページ＞事業者向け＞健康・福祉・子育て・学校＞高齢者・介護保険
　　　　＞申請・届出＞介護サービス事業者向けトップページ＞8集団指導関係
　　　　＞令和7年度集団指導について
　　　資料の掲載は，令和８年３月１０日（火）頃を予定しております。

５　注意事項
　⑴　出席人数
　　　会場の都合により、各事業所１名までの出席とさせていただきますので御了承ください。
　⑵　終了時刻
　　　進行状況により、終了時刻が前後することがありますので御了承ください。
　⑶　その他
　　ア　時間の都合上，当日は質問をお受けできませんので，説明内容に関する質問がある場合は、３月２０日以降、集団指導ホームページより電子申請フォームにて質問票を御提出ください。
　　　　回答につきましては、とりまとめの上、後日ホームページに掲載いたします。
　　イ　会場の駐車場は数に限りがありますので，公共交通機関の御利用をお願いいたします。
　　ウ　集団指導開催に伴い，３月１７日から１９日までの間，指導監査課介護担当の職員が不在となり，来庁及び電話でのお問合せ等に対応ができないことがありますので御理解ください。

	（問合せ先）
	旭川市福祉保険部指導監査課
	電話　0166-25-9849


